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図表①：社内規程分野別整理表

せ
ん
。行
政
機
関
で
は「
文
書
主
義
の
原
則
」

が
取
ら
れ
て
い
ま
す
が
、企
業
経
営
で
も
同

様「
文
書
化（
電
子
化
）」し
た
社
内
規
程
の

整
備
が
必
要
で
す
。

【
社
内
規
程
整
備
の
意
義
】

❶
経
営
理
念
の
浸
透
効
果

　

社
内
規
程
作
成（
変
更
）の
際
、経
営
理

念
な
ど
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、経
営
者
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
社
内
浸
透
化
さ
せ
て
い
く

効
果
が
あ
り
ま
す
。

❷
誤
解
や
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
の
回
避

　

ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
た
行
動
を
し
て
い
く
こ

と
で
、誤
解
や
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
が
避
け
ら

れ
ま
す
。

❸
社
内
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
活
用

　

規
程
を
よ
り
細
分
化（
基
準・要
領・マ
ニュ

ア
ル
等
）す
る
と
、日
常
業
務
が
具
体
化（
見

え
る
化
）さ
れ
る
の
で
社
内
に
同
じ
行
動
規

範
が
共
有
化
さ
れ
ま
す
。業
務
マ
ニュ
ア
ル
と

し
て
の
活
用
が
期
待
で
き
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
社
内
規
程
が

あ
る
の
か（
分
野
分
け
）

　

社
内
の
各
部
門
で
は
、暗
黙
の
ル
ー
ル
や
、

部
門
間
で
の
類
似
ル
ー
ル
が
併
存
し
て
い
る

こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
。そ
れ
で
は「
統
制
」

は
と
れ
ま
せ
ん
か
ら
、部
門
間
で
の
調
整
後
、

書
面
化・統
一
ル
ー
ル
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
決
裁
権
限
ル
ー
ル
の
在
り
方
に

よ
っ
て
は
、各
部
門
の
み
に
適
用
さ
れ
る
規
程

率
的
に
活
用
す
る
た
め
の
合

理
的
な
社
内
規
程
集
が

必
要
に
な
る
の
で
す
。

「
文
書
化
」さ
れ
た

社
内
規
程
整
備
の
意
義

　

企
業
経
営
は
、役
員・従
業
員
各「
個
人
」

が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョン（
組
織
力
に
よ
る
経
営
）

す
る
こ
と
で
よ
り
大
き
な
成
果
が
生
み
出
さ

れ
ま
す
。そ
の
た
め
、お
の
ず
と「
統
制
」の

仕
組
み
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
「
統
制
」は
口
頭
ベ
ー
ス
で
は
成
り
立
ち
ま

企
業
の
成
長
に
よ
り

整
備
さ
れ
る
社
内
規
程

　

企
業
の
経
営
資
源
は「
人
」「
物
」「
金
」

「
情
報
」と
い
わ
れ
ま
す
。こ
れ
ら
を
効
率
的

に
活
用
す
る
た
め
に
は
、企
業
経
営
の「
軸

＝
社
内
ル
ー
ル
」の
存
在
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

企
業
は
、社
会
経
済
環
境
の
変
化
と
と
も

に
業
容
も
変
化
し
て
い
く
も
の
。多
様
な
事

案
に
対
応
す
る
た
め
、そ
の
都
度
決
定（
変

更
）し
た
ル
ー
ル
が
、社
内
規
程
と
な
っ
て
整

備
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。い
い
換
え
る
と
強
固

な「
組
織
体
」に
な
る
た
め
に
は
、資
源
を
効

社内規程とは
企業の存続・発展のため社内ルールの整備は欠かせません。小規模企業であっても整備しておきたい社内規程はたくさんあります。

社内規程の

作成・管理
次に社内規程の具

体的な

管理方法や実際
の作成フ

ロー等を解説します
。

企業経営の「軸」となる社内規程。入社時には確認
することがあっても、実際、見返す機会は多くないで
しょう。ですが、総務部門の担当者となれば、社内規
程の内容を十二分に理解しておかねばなりません。
どのような規程があるのか、実際の適用（運用）をど
うするのか、変更（改廃）するときはどうするのか、本
稿で確認します。

も
あ
り
ま
す
。そ
れ
ら
を
す
べ
て
網
羅（
社

内
規
程
を
各
分
野
ご
と
に
体
系
化
）す
る

と
、図
表
❶
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。そ
の
都
度
新
た
に
制
定（
変
更
）し

た
規
程
は
分
類
ご
と
に
追
加
整
理
さ
れ
て
い

き
ま
す
。特
に
働
き
方
改
革
関
連
諸
法
令

に
対
応
す
る
規
程
等
の
整
備
を
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

規
程
の
管
理
ル
ー
ル
を
定
め
る

　

特
に
就
業
規
則
に
つ
い
て
は
、厚
生
労
働

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
モ
デ
ル
規
則
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
す
べ

て
の
企
業
に
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、そ
の
点
は
確
認
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、規
程
は
永
続
的
に
有
効
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。随
時
、社
内
ル
ー
ル
の
変
更
を
踏
ま

え
な
が
ら
法
令
違
反
に
な
ら
な
い
よ
う
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。規

程
の
管
理
担
当
部
を
決
め
、規
程
の
分
類

（
図
表
❶
）や
そ
の
内
規・基
準・要
領・マ
ニュ

ア
ル
、規
程
構
成
、規
程
の
作
成（
改
廃
）ル
ー

ル
、台
帳
を
決
め
て
履
歴
管
理
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

❶
原
則
規
程
と
運
用
細
則
等（
内
規
・
基

準
・
要
領
・マ
ニ
ュ
ア
ル
等
）で
管
理

　
図
表
❶
の
社
内
諸
規
程
は
、原
則「
規
程

例
」で
す
。詳
細
の
運
用
細
則
等
は
、内
規
等

と
称
し
て
別
運
用
ル
ー
ル
を
設
け
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。そ
の
際
は
規
程
の
決
裁
区
分

（
取
締
役
会
決
裁
な
の
か
、各
部
門
起
案
で

規
程
管
理
部
門
長
決
裁
な
の
か
等
）を
明
確

に
し
て
作
成
す
る
こ
と
で
す
。

分野 規程例 内容

経営関係

組織関係

総務関係

人事労務・賃金・
福利厚生関係

情報保護関係

経理関係

定款・株主総会運営規程・取締役会規程・
株式取扱規程　等

定款等は作成が法定されている。（経営の基本
事項）

指揮命令系統、決裁権限を決めておくことで、
統制された組織体になる（各役割の明確化）。

制定した社内規程の管理ルールを定めることで、
事務処理の合理化・簡素化が実現できる。

リスクマネジメント上、個人情報の取り扱い
（マイナンバー含む）に関するルールは重要。

経理処理に関するフローを整理する。

社内諸規程の中心。就業規則は、正規社員だ

けでなく、非正規社員用も作成することがポイ

ント。働き方改革関連法に対応した自社ルール

を規程化。また、快適な職場環境作りのため、

メンタルヘルス対策関連ルールも整備しておき

たい。

諸規程管理規程・社内書類管理規程・
車両管理規程 等

個人情報保護規程・
特定個人情報取扱規程　等

経理業務規程・固定資産管理規程・
予決算管理規程　等

就業規則・パートタイム就業規則・正規社員

転換制度規程・嘱託再雇用規程・賃金規程

（賞与含む）・退職金規程・育児・介護休業規

程・通勤手当支給規程・出張旅費規程・慶

弔見舞金規程・借り上げ社宅規程・ストレス

チェック制度実施規程　等

組織規程・業務分掌規程・決裁権限規程
等
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❷
規
程
の
構
成

　

社
内
周
知
義
務
が
あ
る
規
程
も
あ
り
ま

す
か
ら
、諸
規
程
は
見
や
す
く
作
成
し
た
い

も
の
で
す
。規
程
の
条
文
が
多
く
な
る
場
合

は
、「
章
」を
設
け
、条
文
の
集
ま
り
を
区
分

す
る
と
効
果
的
で
す
。

　

さ
ら
に「
章
」ご
と
に
、「
○
条
」「
○
項
」

「
○
号
」等
を
記
載
す
る
と
、内
容
を
詳
細

規
定
す
る
こ
と
が
で
き
、よ
り
見
や
す
く
整

理
さ
れ
ま
す
。な
お「
○
条
」に
は
、か
っ
こ
書

き
で
、条
文
の
見
出
し
を
付
け
る
と
内
容
を

簡
潔
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❸
規
程
管
理
台
帳

　

社
内
規
程
は
総
務
部
門
が
台
帳
で一元
管

理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。各
部
門
の
み
で

適
用
さ
れ
る
規
程
も
含
め
台
帳
を
作
成
し

て
お
く
こ
と
で
す
。「
台
帳
例
」（
図
表
❷
）を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

社
内
規
程
作
成
フ
ロ
ー

　

社
内
規
程
を
作
成
す
る
た
め
の
一
般
的
な

手
順
は
次
の
通
り
で
す
。一
定
規
模
以
上
の

企
業
や
社
歴
が
長
い
企
業
の
場
合
、規
程
の

ボ
リ
ュ
ー
ム
は
相
当
数
に
上
り
ま
す
。

❶
ル
ー
ル
化
す
る（
変
更
）規
程
を
ピ
ッ
ク

　

ア
ッ
プ

　

特
に
変
更
す
る
場
合
は
、ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を

急
ぎ
ま
し
ょ
う
。

❷
ひ
な
型
等
を
利
用
し
て
自
社
の
規
程
の

　

体
裁
を
決
め
る

　

経
営
理
念
等
を
盛
り
込
み
、社
内
行
動
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
体
裁
で
作
成
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

❸
規
程
に
記
載
す
る
事
項
を
洗
い
出
す

　

新
規
に
規
定
し
た
い
事
項
の
確
認
。変
更

時
は
、現
行
規
程
と
の
差
異
の
洗
い
出
し
を

し
、法
改
正
に
対
応
し
た
記
載
方
法
を
考

え
ま
す
。

❹
関
連
規
程
や
類
似
規
程
等
と
の
整
合
性

　

を
は
か
る

　

❸
で
洗
い
出
し
た
事
項
を
記
載
す
る
場

合
、関
連
規
程
や
類
似
規
程
に
影
響
を
及
ぼ

す
場
合
が
あ
る
の
で
、整
合
性
を
は
か
っ
た

記
載
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

❺
条
文
と
し
て
記
載
し
て
い
く

　

条
文
と
し
て
記
載
し
て
い
き
ま
す
。そ
の

際
、諸
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

入
念
な
チ
ェッ
ク
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

❻
社
内
規
程
と
し
て
承
認
手
続
き（
役
員
会

　

の
承
認
、稟
議
決
裁
等
）

　

社
内
規
程
の
た
め
、承
認
方
法
に
の
っ
と

り
手
続
き
を
踏
ん
で
い
き
ま
す
。承
認
方
法

は
、決
裁
権
限
規
程
等
に
よ
る
ル
ー
ル
で
行
い

ま
す
。

❼
社
内
周
知
を
は
か
る（
規
程
の
配
布
、社
内

　

イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
活
用
等
）

　

周
知
徹
底
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
本
末
転

倒
で
す
。ま
た
、随
時
、諸
規
程
ル
ー
ル
に
つ
い

て
、教
育（
周
知
）機
会
を
設
け
る
こ
と
で
す
。

に
順
応
し
た
経
営
を
し
て
い
く
た
め
に
は
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
を
社
内
浸
透
さ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
自
社
を
律
す
る
た
め
の
ル
ー
ル

作
り
に
は
、企
業
経
営
に
関
す
る
諸
法
令

（
法
改
正
内
容
含
む
）の
理
解
が
不
可
欠
で

す
。会
社
法
や
労
働
基
準
法
は
、特
に
理
解

す
べ
き
法
令
で
し
ょ
う
。

　

企
業
を
取
り
巻
く
関
係
諸
法
令
は
多
岐

に
わ
た
り
ま
す
の
で
す
べ
て
を
ご
紹
介
で
き
ま

せ
ん
が
、主
な
諸
法
令
は
、次
の
通
り
で
す
。

●
会
社
法
：
会
社
設
立
、組
織
運
営
、管
理

●
労
働
基
準
法
：
労
働
条
件
に
関
す
る
最

　

低
基
準
ル
ー
ル

●
労
働
安
全
衛
生
法
：
労
働
者
の
安
全
と

　

健
康
の
確
保
。快
適
な
職
場
環
境
の
形

　

成
と
促
進
を
目
的

●
労
働
施
策
総
合
推
進
法
：
募
集
採
用
時

　

の
年
齢
制
限
禁
止
。再
就
職
援
助
措
置
。

　

外
国
人
の
採
用
状
況
報
告
な
ど

●
職
業
安
定
法
：
職
業
紹
介
、労
働
者
の

　

募
集
な
ど

●
労
働
者
派
遣
法
：
労
働
者
派
遣
を
行
う

　

企
業
、受
け
入
れ
る
企
業
は
必
須

●
高
年
齢
者
等
雇
用
安
定
法
：
定
年
の
引

　

き
上
げ
、継
続
雇
用
制
度
の
導
入
な
ど

●
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
：
男
女
の
均
等

　

な
雇
用
機
会
、待
遇
の
確
保
、妊
娠
中
・

　

出
産
後
の
健
康
の
確
保
な
ど

●
パ
ー
ト
タ
イ
ム・
有
期
雇
用
労
働
法
：
通

　

常
の
労
働
者
と
の
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の

　

確
保
な
ど

●
育
児・介
護
休
業
法
：
育
児
休
業
、介
護

　

休
業
、子
の
看
護
休
暇
等
に
関
す
る
も
の

●
労
働
組
合
法
：
労
働
組
合
組
織
、労
働

　

協
約
、団
体
交
渉
な
ど

●
労
働
関
係
調
整
法
：
労
働
争
議
の
予
防
、

　

解
決
、あ
っ
せ
ん
・
調
停・仲
裁
な
ど

●
労
働
契
約
法
：
労
働
契
約
に
必
要
な
基

　

本
的
ル
ー
ル
な
ど

●
最
低
賃
金
法
：
最
低
賃
金
の
決
定

●
個
人
情
報
保
護
法
：
個
人
情
報
の
取
り

　

扱
い

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
：
社
会
保
障
や
税
に
関

　

す
る
情
報
を
一
元
管
理

　

最
近
で
は
法
改
正
内
容

を
詳
細
解
説
し
た
資
料
も

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開（
法
令
改
正
、指
針・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
）さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、ル
ー

テ
ィ
ン
業
務
と
し
て
行
政
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
の
巡
回
訪
問
を
心
掛
け
る
こ
と
で
す
。

就
業
規
則
変
更
時
の
フ
ロ
ー

　

特
に
就
業
規
則
の
変
更
に
つい
て
は
、労
働

基
準
法
に
よ
り
手
順
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

図
表
❸
で
留
意
点
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

社
内
規
程
見
直
し（
改
廃
）時
、

社
内
決
裁
お
よ
び
履
歴
管
理
の
様
式

　

見
直
し
の
際
に
は
社
内
決
裁
が
必
要
で

す
。ど
の
ル
ー
ル
を
見
直
し
し
た
の
か
わ
か
る

よ
う
に
新
旧
対
照
表（
図
表
❹
）を
作
成
し

決
裁
書
類
に
と
じ
込
ん
で
お
き
ま
す
。

　

ま
た
、見
直
し
履
歴
が
一
覧
で
わ
か
る
よ

う
に
規
程
見
直
し
履
歴
表（
図
表
❺
）を
作

成
し
て
お
く
こ
と
で
す
。

ま
と
め

　

総
務
は
社
内
諸
規
程
作
成
の
担
当
と
な

る
こ
と
が
多
い
部
署
。つ
ま
り
、企
業
理
念
を

実
現
さ
せ
る
た
め
の
ル
ー
ル
作
り（
か
じ
取

り
）を
す
る
部
署
な
の
で
す
。

　

法
令
ル
ー
ル
を
自
社
ル
ー
ル
に
適
用
さ
せ

る
際
は
、現
状
分
析
を
し
、企
業
内
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
の
視
点
で
作
成（
改
廃
）す
る
こ
と
で

す
。同
時
に
自
社
ル
ー
ル
の
改
善
も
は
か
っ
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。本
稿
で
、社
内
諸
規
程

の
概
要
を
つ
か
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸

い
で
す
。

図表③：就業規則作成（変更）のフロー

図表④：新旧対照表例

図表⑤：規程見直し（改廃）履歴表

図表②：規程管理台帳例

規程No.

関連する他の諸規程
・
・
・
・

関連する内規・基準・要領・マニュアル
・
・
・
・

規程の配布部署（適用部署）
・
・

管轄部門

○○部 ○○規程

規程名 制定年月日

廃止年月日
　　　　　　 ○年○月○日

（施行年月日）
　　　　　　 ○年○月○日

就業規則作成・変更

従業員へ周知

従業員代表意見聴取※１ 所轄労働基準監督署へ届け出意見書添付※２

※１　従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合が、過半数組合がない場合は、従業員の過半数を代表
　　  する者の意見を聴く義務があります。
※２　反対意見でも、意見を聴いたことが証明できれば届け出は受理されます。

❶労働基準法第41条第2号の監督管理の地位にある者でないこと
❷就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして実施される
　投票、挙手等による手続きにより選出された者で、会社側の意向によって選出された者ではないこと

企
業
経
営
に
関
す
る

諸
法
令
の
改
正
に
対
応
す
る

　

昨
今
の
企
業
経
営
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

規
制
緩
和
の
流
れ
が
顕
著
で
す
。そ
の
環
境

社内規程の
見直し（改廃）
次に社内規程の見直し（改廃）について見ていきましょう。企業の業容変化に合わせ、都度変更ルールを明確化（周知公開）していかなければなりません。また、企業を取り巻く各法令改正にも対応が必要です。

過半数
代表者
の要件

（〇〇〇○）

第２条・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（××××）

第３条・・・・・・・・・・・・・・・・・

（〇〇〇○）

第２条・・・・・・・・・・・・・・・・・

（新設）

規程見直し（改廃）履歴表

見直し（改廃）履歴

制定年月日

見直し（改廃）
年月日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

規程名

改定内容等

起案部 決裁者

起案部 決裁者

官庁提出
年月日

年　月　日

年　月　日

官庁提出
年月日

り
ん   

ぎ


